
精神科訪問看護とは？ 

 精神科訪問看護とは、精神疾患をお

持ちの方やこころのケアを必要とされ

ている皆様に、看護師が直接お家や、入

所されている施設にお伺いし、相談や

援助などをさせて頂くことです。 

皆様が、少しでも自分らしい生活を送

って頂けるよう関連機関と連携しなが

ら、ご支援させて頂きます。 

 

【対象疾患】 

双極性障害 不安障害 適応障害 認知症 

 

 統合失調症 発達障害 アルコール依存症   

 

薬物依存症 

               

 その他相談に応じます 

看護サービス内容 

 症状・障害の観察 

 健康管理 

 生活相談と支援 

 （食事、清潔、排泄、環境など） 

 服薬の管理 

 対人関係、コミュニケーション援助 

 家族相談とアドバイス 

 社会資源の活用、アドバイス 

 （就労、作業所、デイケア等の相談） 

            

 

 

 

 

 

訪問実施地域

・有田市    ・御坊市 

・有田川町   ・海南市 

・湯浅町    ・和歌山市 

・広川町 

※上記以外の地域は相談可 

 

サービス提供時間

月曜日～金曜日 9：00～17：00 

（祝日 年末年始は除く） 

 

利用料金

自立支援医療の指定医療機関です。健康保険が

適用され、1 割負担または自己負担なしで訪問

看護サービスを受けることができます。 

★ご利用料金 

医療保険の場合：基本 1～3 割負担 

自立支援医療の適用で訪問看護療養費の1割負

担、また所得により決定された自己負担上限顎

内でのご負担となります。 

生活保護受給者の場合：自己負担なし 



こんな時ご相談ください 

・生活リズムが乱れがち 

・人づきあいが苦手 

・薬の飲み忘れや飲みすぎ 

・身の回りのことがうまくできない 

・通院ができず、入退院を繰り返す 

・ご家族の方が患者さんとどう関わ 

ってよいのかわからない  

・病気について家族にも理解をして 

ほしい          など 

 

申し込み方法

・かかりつけの医師に相談する。 

・当センターのソーシャルワーカー、 

看護師に相談する。 

地図

 

交通案内 

●交通機関利用の場合 

 JR きのくに線藤並駅から有田鉄道バス 

 こころの医療センター前 下車徒歩約 1分 

 

●車利用の場合 

 阪和自動車道 有田 I.C から県道吉備金屋

線約 10 分 

  

  

 

 

 

 

 

 和歌山県立こころの医療センター

 

訪問看護

 

 

 

 

 

住所  和歌山県有田郡有田川町庄 31 

TEL    0737-52-3221 

 

 

 

有田 IC 

 

JR きのくに線 

どんどん広場 

 

和歌山県立 

こころの医療センター 

 


